
�愛媛県告示第１７９４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、長浜町長から次のとおり字を廃止する旨の届出があ

った。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大字黒田の区域内の小字を全部廃止する。

�愛媛県告示第１７９５号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

微生物試験高度安全実験室（バイ
オハザード室）一式 （Ｐ３実験
室、エアーロック室、前室、附属
備品一式、撤去、配線、調整等一
式）

愛媛県保健福祉部
健康衛生局健康増
進課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年８月２２日
四国八洲薬品株式会
社愛媛営業所
愛媛県松山市来住町
１４４５番地１

２２，４８０，０００円 一般競争入札 平成１５年７月２９日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００９８１１４ 有限会社介護サービスゆう
北宇和郡広見町大字
永野市４６９番地 松 井 功 児童居宅介護

有限会社介護サービ
スゆう指定居宅介護
事業所

北宇和郡広見町大字
永野市４６９番地

平成１５年
９月５日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１１１１１７ 有限会社介護サービスゆう
北宇和郡広見町大字
永野市４６９番地 松 井 功 身体障害者居

宅介護
有限会社介護サービ
スゆう指定居宅介護
事業所

北宇和郡広見町大字
永野市４６９番地

平成１５年
９月５日

毎週（火・金）曜日発行 第１４９１号 平成１５年９月１２日
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�愛媛県告示第１７９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、新居浜市垣生土地改良区から認可申請のあった土地

改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１５年８月２７日認可

した。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、新居浜市新須賀土地改良区から認可申請のあった土

地改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１５年８月２９日認

可した。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８０１号
伊予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・上野本村地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・上野本村地区）計画書の写し

� 伊予市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１５年９月１６日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所

�������
�愛媛県告示第１８０２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基

づき、定置漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定

める。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限

又は条件

� ア 免許番号 定第１号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

定置漁業 雑魚定置漁
業

１月１日から
１２月３１日まで

� 漁場の位置 西宇和郡伊方町二見地先

� 漁場の区域

アイ、イウ及びウアの３直線によって囲まれ

た区域

基点Ａ 西宇和郡伊方町二見谷尻主石鼻岩

点ア Ａから１４２度３７分１５０メートルの点

イ Ａから１６１度５０分９００メートルの点

ウ Ａから１５０度５０分９００メートルの点

ウ 地元地区 西宇和郡伊方町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

� ア 免許番号 定第２号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

定置漁業 雑魚定置漁
業

１月１日から
１２月３１日まで

� 漁場の位置 南宇和郡西海町白浜地先

� 漁場の区域

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大

高潮時海岸線とによって囲まれた区域

基点Ａ 南宇和郡西海町白浜波止突端中央

Ｂ 南宇和郡西海町白浜耳毛鼻岩

点ア Ａから１１４度９０メートルの点

イ Ｂから９４度１００メートルの点

ウ 地元地区 南宇和郡西海町白浜

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

２ 免許予定日

平成１６年１月１日

３ 申請期間

平成１５年９月１２日から平成１５年１１月２０日まで

４ 存続期間

�愛媛県告示第１７９８号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１２７１１２ 有限会社介護サービスゆう
北宇和郡広見町大字
永野市４６９番地 松 井 功 知的障害者居

宅介護
有限会社介護サービ
スゆう指定居宅介護
事業所

北宇和郡広見町大字
永野市４６９番地

平成１５年
９月５日

愛 媛 県 報平成１５年９月１２日 第１４９１号

９５２



平成１６年１月１日から平成２０年１２月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１８０５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

松山広域都市計画道路
３・１・３松山外環状線

松山広域都市計画道路
３・２・３来住余戸線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 松山市北井門町、市坪南三丁目、市坪

西町、出合及び余戸南二丁目

� 削除する部分 松山市来住町、今在家四丁目、北土居

町、北井門町、井門町、古川南三丁目

、古川西三丁目、市坪南三丁目、市坪

西町、出合並びに余戸南一丁目及び二

丁目
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�愛媛県告示第１８０６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路

１・４・１自動車専用松山外環状線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし

�愛媛県告示第１８０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 嵐田之浜岩松線
北宇和郡津島町岩松字白崎谷第１３号１０６番１４地先から

同町岩松字矩甫丁３３３番２地先まで

旧 ３．６～２１．０ ０．２８０

新 ６．５～１０７．０ ０．２８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 嵐田之浜岩松線
北宇和郡津島町岩松字白崎谷第１３号１０６番１４地先から

同町岩松字矩甫丁３３３番２地先まで
平成１５年９月１２日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５西局建（開）第１４号

平成１５年８月２９日
西条市飯岡字長路１６６９番８及び１６６９番９

西条市飯岡１６６９番地４
越 智 泉
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�公 告

砂利採取業務主任者試験の実施について

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定に

基づき、平成１５年度砂利採取業務主任者試験を次のとおり実

施する。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第１別館９階会議室）

２ 試験の日時

平成１５年１１月７日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成１５年１０月８日（水）から同月１７日（金）まで。ただ

し、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方

局建設部若しくは土木事務所

�公営企業任免辞令
８月３１日

愛媛県技術吏員 渡 部 誠一郎

願により本職を免ずる

９月１日

酒 井 希美子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立今治病院内科医長を命ずる

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１５松局伊土検（開）第２３号

平成１５年９月１日
伊予市上吾川字松本甲２２番１、甲２２番６、甲２５番１及び甲３６番１

伊予市上吾川甲３５番地１
芳我不動産
代表者 芳 我 孝 義
伊予市上吾川甲８４番地１
平 岡 智

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年８月２９日 特定非営利活動法人
地域共創研究所ＮＯＲＡ 石 � 典 夫 愛媛県松山市紅葉町３番４７号 この法人は、不特定かつ多数の人々に対し

て、地域に関する情報発信や啓発活動、地
域づくりのコーディネート等、事業を行い
、地域のより良い生活環境の創造に寄与す
ることを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年９月３日 特定非営利活動法人
いよ環境センター 本 田 眞 一 伊予郡松前町大字中川原８８１番

地１
この法人は、地域住民に対して、生活環境
の改善に関する事業を行い、循環型社会の
創造と地域の発展を目指し、公益に寄与す
ることを目的とする。

任 免 辞 令
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平成１５年９月１２日 印刷
平成１５年９月１２日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円９５４
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